
次世代オープンイノベーション事業
公募説明会

令和８年６月１６日（火）

文部科学省 科学技術・学術政策局
産業連携・地域振興課 産業連携推進室
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本日の内容について

１．本事業の背景と主旨

２．公募内容の説明
（１）応募について
（２）応募要件
（３）申請方法
（４）スケジュール等

３．審査について

４．質疑応答
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イノベーションを牽引

世界では、DX分野／ディープテック分野の

スタートアップがイノベーションを先導し、経済成長・雇用創出を牽引

50%

米国での年間290万人の新規雇用を創出
(1980-2010の年平均)
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米国株式市場は”Tech Giants”が牽引 高成長ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ が新規雇用を創出
S&P500における上位６社の時価総額

6社合計

= 1,180兆円

TOPIX総額

= 692兆円

※ $1=¥115として計算。2022年1月31日時点の値。S&P Global, Statista, 日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟより。

米国の新規雇用創出に占める高成長ス
タートアップ割合

※ National Venture Capital Association “Yearbook 2021”より。

ドローン

量子 核融合

スタートアップによる成長・雇用の牽引

デジタル

自動運転
宇宙

バイオ

Meta
(Facebook) 

2%
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S&P500(GAFAM含む)

S&P500(GAFAM除く)

TOPIX

新興企業であるGAFAMが
米国の経済成長を牽引

GAFAMを除くと日米の
成長に大きな差はない

日本（TOPIX）と米国（S&P）における直近10年間の株式市場の
パフォーマンスの推移*

スタートアップは経済成長のドライバーとなる存在

経済成長（日米比較）

出所：S&P500指数、GAFAM時価総額推移、日経平均株価指数データをもとにオコスモ作成 

*1:2010年1月の各終値を100とおいた場合の騰落率。休場日は前営業日の終値をプロットしている 5



➢ 令和4年度第2次補正予算による基金の設置・拡充、そのほか支援策の実施
➢ スタートアップへの投資の5年10倍増の積み上げへの貢献（基金事業及びアントレプレナーシップ
教育を通じた大学発スタートアップ創出の促進）

➢ 5か年計画ロードマップの達成（未踏事業の横展開、基金事業による5年間で5,000件以上の大学発
研究成果の事業化支援、高校生等への起業家教育を2027年度までに1万人へ展開）

スタートアップを、「社会課題を成長のエンジンに展開して、持続可能な経済社会を実現する、まさに『新しい資本
主義』の考え方を体現するもの」と位置づけ、2022年をスタートアップ創出元年とし、スタートアップの起業加速と、
既存大企業によるオープンイノベーションの推進を通じて、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出するこ
とを目指し、官民によるスタートアップ育成策の全体像を取りまとめたもの。

概 要

主 要 事 項

対 応 事 項

第一の柱：スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築
第二の柱：スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化
第三の柱：オープンイノベーションの推進

主 要 事 項

スタートアップ育成５か年計画（2022年11月、「新しい資本主義実現会議」決定）

６
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※本調査は、2025年10月末日現在で設立されている大学発ベンチャーをカウント対象にした。

※解散等は、2024年度同様、原則として法人番号を用い、登記終了の把握及び、大学発ベンチャー設立状況調査と実態に関する調査による回答をもって解散と扱った。

※新規設立は、アンケート回答で設立年の情報が得られたベンチャー企業の内、設立年が2024年11月1日～2025年10月31日である企業として算出した。

※大学発ベンチャーではなくなった企業は、関連大学すべてから「関連がなくなった」と回答された企業。 （出典）経済産業省 「令和7年度大学発ベンチャー実態等調査」
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設立年不明

今年度
設立

2025
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研究成果ベンチャー：大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手 法を事業化す
る目的で新規に設立されたベンチャー。

共同研究ベンチャー：創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設立5年以内に大学と共同研
究等を行ったベンチャー。（設立時点では大学と特段の関係がなかったものも含む）

技術移転ベンチャー：既存事業を維持・発展させるため、設立5年以内に大学から技術移転等を受けたベ
ンチャー。（設立時点では大学と特段の関係がなかったものも含む）

学生ベンチャー：大学と深い関連のある学生ベンチャー。現役の学生が関係する（した）もののみが対象。
教職員等ベンチャー：大学と深い関連のある教職員等（教職員・ 研究職員・ポスドク）ベンチャー。
関連ベンチャー：大学からの出資がある等その他、大学と深い関連のあるベンチャー

➢大学発ベンチャー(スタートアップ)数は、2024年度調査から1,146社増加し、6,220社。
➢ 2014年度以降、企業数は毎年増加傾向にあり、企業数及び増加数は過去最多。

大学発ベンチャー数の年度推移

大学発スタートアップにおける現状認識
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資料：CB INSIGHTS（2025年10月）データより引用

（社）

【国別ユニコーン企業数】

➢ ユニコーン企業数は、米国724社（第１位）、中国158社（第２位）、日本は8社（世界
16位）であり、経済規模を踏まえると高くはない。

ユニコーン企業の定義：
・設立10年以内
・評価額が10憶ドル以上
・非上場企業

日本のユニコーン企業：
Preferred Networks
SmartNews
SmartHR
Spiber
Sakana AI
Go
Playco
Opn
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大学発スタートアップにおける現状認識
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資料：ベンチャー白書2025（一般 財団法人ベンチャープライズセンター）を基に文部科学省にて作成

日本は米国の
約85分の1

大学発スタートアップに関わる現状認識

• スタートアップへの投資額は米国32.6兆円、欧州2.6兆円
• 日本の投資額は0.4兆円と、米国の約85分の１

※GDP比1：7→日本：4.1兆USD（609兆円、名目、2024年度）、米国：29.2兆USD（2024年推計、名目、IMF）

(億円）
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企業名
評価額
（10億＄）

OpenAI 840

ByteDance 480

SpaceX 400

Anthropic 380

大学発スタートアップの現状と課題

大学発スタートアップ創出数

約100社／年
スタートアップ投資額

約0.9兆円

M&A 約56%

IPO 約44%ユニコーン企業（上位）の国内外比較
出典：CB Insights「The Complete List Of Unicorn Companies」

(2026年3月時点)

①創業後の成長の伸び悩み
✓大学発スタートアップを含む国内トップユニコーン企業の
評価額は海外と比べ小さい。

✓大学発スタートアップ数は、過去最大まで増加しているも
のの、成長の伸び悩みが課題。

✓今後はグローバル市場を見据えた創業だけでなく、創業
後の「成長」に向けた支援も課題。

②スタートアップ投資の不足
✓ 大学発スタートアップ（大学等の研究成果のライセンス
対象）の年間創出数は米国の 1/10まで増加。

✓ 一方、スタートアップ投資は米国の1/30と資金調達に
課題。

✓ 国内スタートアップはM&AによるEXITが少なく、大企
業の資金を成長に十分に活用できていない。

企業名
評価額
（10億＄）

Sakana AI 2.64
Preferred 
Networks
（東大発）

2.00

SmartNews 2.00

SmartHR 1.60

大学発スタートアップ創出数

約1000社／年
スタートアップ投資額

約24兆円

M&A 約95%

IPO 約5%
出典：UNITT「大学技術移転サーベイ2023」、株式会社ユーザ

ベース「Japan Startup Finance 2024」、「ベンチャー白書
2024」に基づき文部科学省作成 10



日本成長戦略会議 スタートアップ政策推進分科会
日本成長戦略会議（第2回、令和7年12月24日開催）資料より抜粋
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日本成長戦略会議 スタートアップ政策推進分科会
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創業支援 成長支援

大学等による創出支援
研究から創業までの支援

（資金支援や大学体制整備等）

大学等による出資支援
各大学ファンド（官民イノベーションプログラム等）

大学等による成長支援
（創業後支援）

研究開発・出資支援等
JST（A-STEP等）、NEDO（DTSU等）、各種民間アクセラレーションプログラム等

大学

その他

大学によるスタートアップ成長支援の必要性
✓ 大学等によるスタートアップ創出支援体制は抜本的に強化。今後、大学発スタートアップの更
なる増加が見込まれる。

✓ 今後は、スタートアップ創出後の成長がカギであり、現在手薄となっている大学等による成長支
援（創業後支援）の在り方を検討する必要。

✓ 成長支援により、大学の役割である研究成果の社会実装（市場への普及含む）の推進や、エ
クイティやライセンスフィーの獲得等による大学の財務基盤強化にも繋がる可能性あり。

13
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本事業の狙い

➢ 補助事業が終了する５年後の目標として事業ブランドの確立を掲げる。ここでの「
ブランド」とは、事業会社や金融機関、自治体などのスタートアップに関係する各ステ
ークホルダーや、スタートアップの経営者人材・支援人材、資金等を惹き付ける求
心力を指す。

➢ スタートアップと事業会社の協業によるオープンイノベーションを通じて、スター
トアップと事業会社の双方の成長を目指す大学等を支援する。スタートアップの
成長を通じて、大学等に資金・人材・新たな知が還流されることを目指す。

➢ 本事業は、全組織的かつ持続的な取組とする。また、実施体制の構築にあたって
はプロジェクトリーダーを配置し、プロジェクトリーダーが様々なステークホルダーを
巻き込んでダイナミックに活動することが望まれる。
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（参考）次世代型オープンイノベーションのモデル形成事業

※昨年度実施した「次世代型オープンイノベーションのモデル形成事業」の結果等は、
 文部科学省のホームページ上で公開されております。適宜ご参考ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/mext_03163.html

◆ホームページURL

◆主な掲載項目

• 次世代型オープンイノベーション懇談会の議事要旨（計4回）

• 令和7年度事業の公募結果

• 令和７年度の成果報告書

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/mext_03163.html
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（１）応募について

本事業では、スタートアップと事業会社の協業によるオープンイノベーションを通じて、双方の成長を
目指す大学等を支援する。スタートアップに関わるステークホルダーから自律的・継続的に連携を求
められる事業ブランドの確立を通じて、大学等に資金・人材・新たな知が還流されることを目指す。

◆補助交付額
１採択件数あたり年間４千９百万を上限（標準額として４千２百円を想定）

◆支援予定期間
最長５年間（支援開始３年目に中間評価を実施）
※支援予定期間は各年度の予算措置の状況等により、変更になる場合がある

◆採択予定件数
３件予定
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（２）応募要件：① 応募対象

公募は、代表機関（１機関）よる提案とし、必要に応じて連携機関（複数機関可）を含めた提
案も可能とする。

◆ 代表機関
➢ 以下のいずれかの機関が代表機関として申請可能

① 国公私立大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２条第２項に規定する国立学校、公立学校及び私立学校（学校

法人が設置する学校に限る。）である大学） 

② 大学共同利用機関 

③ 国公私立大学又は大学共同利用機関の設置者が１００％出資する完全子会社(出資会社) 

※国公私立大学又は大学共同利用機関の設置者も代表機関としての提案が可能。 

➢ 出資会社が代表機関となる場合には、親法人である国立大学法人等が連携機関として参画することが必須 

◆ 連携機関

連携機関は、本事業に代表機関の下に参画し、スタートアップの成長支援を代表機関と連携して実施する機関とす
る。大学等や出資会社であることは問わず、スタートアップや事業会社等も連携機関として参画することが可能。

➢ 連携機関に対する本事業の予算の配分は任意

➢ 連携機関に予算を配分する場合、ガバナンスに十分配慮し、資金配分は代表機関から見て真に必要と認められる
範囲に限定
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（２）応募要件：② 事業ブランド

本事業は、スタートアップの成長支援を通じて、ステークホルダー（ＶＣを含む金融機関、スタートアップ、事業会社等）
の多様なニーズに即した価値提供を行うことで、大学等によるスタートアップ成長支援に対する認知および理解を深化させ、
結果として、ステークホルダーから自律的・継続的に連携を求められる事業ブランドの確立を目的とする。このため、補助
事業の終了後を見据え、各ステークホルダーの認知・理解をどのような状態へと変化させることを目指すのか、また、その
変化を通じて最終的に大学等に対し、どのような具体的な行動を誘発したいのかについて提案を行うこと。 

例）ステークホルダーが事業会社のケース

①認知・理解・評価
共同研究のみならず、出資・事業化・販路提供まで一体的に推進できる次世代オープンイノベー
ション拠点として認識される状態。

②行動
大学発スタートアップの成長に寄与するために、CVC出資、ジョイントベンチャー設立、販路提供
を含む事業連携を誘発する。

➢ 提案書には、ステークホルダーの認知・理解をどのように変容させ、彼らのどのような行動を誘発したい
のか、想定するステークホルダー毎に記載すること

➢ 想定する主なステークホルダーは、「金融機関（VC含む）」、「スタートアップ」、「事業会社」である
が、上記以外のステークホルダーについて記載することも可能。
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（２）応募要件：③ 重点支援対象のスタートアップの選定

特定のスタートアップの重点支援によりフラッグシップとなる成功事例を創出するとの観点から、重点支援先のスタートアップ
を選定し、申請書の中にその選定理由（成長が望める理由等）を明記すること。なお、本事業において支援する対象
は、自大学等の研究成果を活用するスタートアップとする（申請機関が出資会社の場合は、親法人である国立大学法
人等の研究成果を活用するスタートアップとする）。

➢ 重点支援先スタートアップの選定数や成長ステージに制限はなし

➢ 重点支援先スタートアップを提案時点では決定せず、支援期間中に決定・追加する計画の場合、
提案書の中で選定時期や選定方法、件数等を記載すること

➢ 計画に記載のない重点支援先スタートアップを支援期間中に新たに追加・変更する場合(支援期間
中の計画変更)、その都度、文部科学省に相談すること
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（２）応募要件：④ 成長支援機能

成長支援機能（大項目） 成長支援機能（小項目）

（１）オープンイノベーション
（１）－１ 事業会社との連携・協業
（１）－２ トップダウンによるマッチングアレンジ

（２）経営支援

（２）－１ グローバル展開支援
（２）－２ ディープテック経営支援
（２）－３ 資金調達支援
（２）－４ 人的ネットワークの活用
（２）－５ 自治体とのマッチング

（３）技術支援
（３）－１ 技術協力
（３）－２ 共同研究
（３）－３ 施設・設備の貸与（利便性の向上）

表１ 成長支援機能の項目

表１「成長支援機能」に示す各小項目はすべて必須項目とする。さらに、成長支援機能のうち、特に重点的に実施
する取組を提案内容に含めること。重点的に実施する取組は、原則表１に示す小項目から選定すること。ただし、表
１に記載のない独自の成長支援機能を重点的に実施する取組として提案することは可能とする。
提案においては、重点支援先スタートアップに対する各成長支援の内容をそれぞれ具体的に示すこと。

➢ 重点的に実施する取組の選定数については、提案内容に応じて設定することとし、特段の制限はなし

➢ 重点的に実施する取組を独自の成長支援機能のみとすることは可能だが、表１の各小項目は提案に含めること

➢ 本申請内容に関係する他の取組がある場合は、本事業との関係性や相違点がわかるように記載すること
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（参考）成長支援機能の取組内容の例

成長支援機能（大項目） 成長支援機能（小項目） 取組内容の例

（１）オープン
イノベーション

（１）－１ 事業会社との連携・協業

✓ スタートアップや事業会社が有する強みや課題を把握し、単なる下請関係では無く、両者がwin-win
となる協業関係を築くための支援を行う等

✓ スタートアップと事業会社の文化・スピード感の違いを理解した上で、両者の考え方の乖離を埋め、両
者に共通目標を設定する等

✓ 産学連携部門や、共同研究先とのネットワーク等の学内資源も最大限に活用して取組を進める等

（１）－２ トップダウンによるマッチングアレンジ
✓ 大学執行部（役員等）が事業会社とのマッチングに関与する等
✓ 大型の包括連携協定等の「組織」対「組織」の関係性を活用し、事業会社等の経営層とのマッチン

グをアレンジする等

（２）経営支援

（２）－１ グローバル展開支援

✓ 海外の展示会やアクセラレーションプログラムへの派遣に留まらず、海外マーケット開拓や海外展開を
見据えたチームアップ等の先進的かつ効果的なグローバル展開支援を行う等

✓ 研究・教育の観点（海外大学とのＭＯＵ、留学生の受入等）も含め、大学が有するグローバルネッ
トワークも最大限に活用する等

（２）－２ ディープテック経営支援

✓ 大学発スタートアップの起業に携わった経験を有する者（起業家・投資家等）による経営支援を行う
等

✓ 知財・法務・会計等の専門家による経営相談を行う等
✓ アルムナイ等を活用した人的ネットワークの構築・活用により経営支援を行う等

（２）－３ 資金調達支援

✓ ＶＣ／ＣＶＣ、メガバンク、地方銀行等の金融機関とスタートアップのマッチングを支援する等
✓ スタートアップの資本政策の最適化を目的として、エクイティに限らずデットやベンチャーデットの活用も視
野に入れて取組を進める等

✓ 公的資金の獲得を支援する等

（２）－４ 人的ネットワークの活用
✓ 産学連携部門や共同研究先とのネットワーク等による国内外の事業会社のビジネス人材や技術人材、
研究者・卒業生等の学内資源も最大限に活用して、スタートアップの人材支援を行う等

（２）－５ 自治体とのマッチング
✓ 自治体が有する実証実験の場の提供や、自治体による公共調達を目的に、スタートアップと自治体の
マッチングを支援する等

✓ 大学と連携協定等を締結している自治体とのネットワークも最大限に活用して取組を進める等

（３）技術支援

（３）－１ 技術協力
✓ 大学の知的財産の提供や異分野共創等を通じて、スタートアップが有する技術の価値向上を目指す
等

（３）－２ 共同研究
✓ 大学の中立性を活かした、スタートアップ・事業会社・大学による三者の共同研究開発体制の組成や、
事業会社との協業に繋げることを目標としたスタートアップ・大学の共同研究の支援を実施する等

（３）－３ 施設・設備の貸与
（利便性の向上）

✓ 大学が保有する研究施設やインキュベーション施設、先進的な研究設備等を、対価を優遇してスタート
アップへ貸与する等

✓ 産学連携部門が保有する施設・設備に留まらず、全学的な支援体制を構築する等
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（２）応募要件：⑤ 実施体制

① プロジェクトリーダーを代表機関に１人配置すること（兼務可）

② プロジェクトリーダーが統括してマネジメントできる体制であること

③ 各機関が担う分野・役割が、それぞれの強み・特色に照らして適切なものとなっていること

実施体制の構築にあたっては、以下の①～③に留意すること

なお、プロジェクトリーダーは、情熱やリーダーシップ、固定観念にとらわれず客観的に物事を
捉える資質に加えて、スタートアップの起業経験または支援経験等を有し、様々なステークホ
ルダーを巻き込んでダイナミックに活動することが望まれる。また、代表機関の長はプロジェクト
リーダーに権限を付与してバックアップし、リーダーシップを委ねることが望まれる。また、組織
内外における連携・協力の獲得にあたっては、代表機関の長がオーナーシップを発揮して組織
的な支援を行うことが望まれる。 

プロジェクトリーダーに求められる資質等は以下のとおり。
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（２）応募要件：⑥ その他

◆経費の範囲
補助対象となる経費は、設備備品費・人件費・事業実施費である。それぞれの費目詳細は、「地域産学官連携科学技術振
興事業費補助金取扱要領」（平成２２年２月１日科学技術・学術政策局長 研究振興局長 決定。以下、「取扱要領」と
いう。）を確認すること。 
また、補助金の額の確定は、代表機関及び予算配分を受ける連携機関の全てにおいて行うことになる。詳細は取扱要領を参
照すること。 

◆申請主体の学内等資源の活用

本事業の事業遂行においては、代表機関及び連携機関は学内等資源を活用することを前提としている。学内等資源は、補
助事業の遂行を補完する人件費や物件費等とする。
支援期間終了後は、支援期間中に構築した自大学等のブランドと学内等資源を活用し、スタートアップの成長支援をより活
発に継続していくことが望まれる。

➢ 提案書には、支援期間のみならず、支援終了後3年間のスケジュール及び資金計画を記載すること

◆関連施策との関係
申請機関が属する大学が国際卓越研究大学に認定されている場合、又は本事業の補助期間中に実施機関が属する大学
が国際卓越研究大学に新たに認定される場合、当該大学の国際卓越研究大学研究等体制強化計画に記載され助成の対
象となる取組と本事業の取組で重複が生じないように支援する。具体的には、重複する部分については本事業からの補助は行
わず、重複しない部分についてのみ本事業から支援することとする。
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（３）申請方法

◆申請の単位

◆申請者

◆申請内容

◆申請方法

本事業の代表機関としての申請は1機関につき1申請までとする。

申請者は、大学等の理事以上とする。また、出資会社の場合は、代表取締役とする。

申請内容には以下の①～④を示すこと。様式は文部科学省のホームページからダウンロードし、様式に記載の注意
事項をよく確認しながら作成すること。

① スタートアップ成長支援を通じたブランド戦略 

② スケジュール 

③ 実施体制 

④ 予算計画 

件名を「（代表機関名）次世代オープンイノベーション事業公募申請書類」とした上で、指定のURLから提出すること。

◆提出用URLリンク
https://forms.cloud.microsoft/r/78hK9kBZxr

https://forms.cloud.microsoft/r/78hK9kBZxr
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（４）スケジュール等

◆提出期限
令和8年7月8日（水）17時

◆スケジュール

公募開始 令和８年６月 ９日（火）

公募説明会(本日) 令和８年６月１６日（木）１６：００～１７：００

公募締切 令和８年７月  ８日（水）１７：００

書面審査の結果通知 令和８年８月上旬（予定）

面接審査 令和８年８月３１日（月）または９月１日（火）

審査結果発表 令和８年９月中旬（予定）

事業開始 令和８年１０月１日（予定）

※書面審査の結果通知、審査結果発表、及び事業開始の日時についてはあくまで予定であり、
今後変更になる可能性がある。
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本日の内容について

１．本事業の背景と主旨

２．公募内容の説明
（１）応募について
（２）応募要件
（３）申請方法
（４）スケジュール等

３．審査について

４．質疑応答
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審査の方法

有識者により構成される審査委員会を設置し、書面審査等を踏まえて採択候補を絞り込ん
だのち、面接審査（プロジェクトリーダーの人物評価を含む）により総合的な審査を行う。
面接審査においては、必ず、プロジェクトリーダーの候補者が出席すること。 
なお、最終的な採択候補に対しては、審査会での意見等を踏まえ、必要に応じて申請内容（
プロジェクトリーダー等の人選を含む）の見直しを行っていただく場合がある。 

➢ 申請者の面接審査会への出席はオンラインを想定

➢ 面接審査会へのプロジェクトリーダー以外の出席者については、代表機関が真に必要と判
断したメンバーに限ること
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審査の観点

① 事業ブランド戦略
• スタートアップ・事業会社・金融機関等のステークホルダーから、スタートアップの成長を強力に推し進める場として認知・理解され、積極的に連

携を求められるような事業ブランドの構築が期待できるか。
• 教職員等の意識が、スタートアップの創出までではなく、スタートアップの成長を見据えた視点に切り替わる構想になっているか。

② スタートアップ成長支援機能
• 重点的に実施する成長支援が特色や強みを生かした効果的なものになっているか。
• スタートアップの急成長が見込まれる支援内容になっているか。
• グローバルに勝てるスタートアップに育成できるか。
• 必須項目すべての成長支援機能が盛り込まれているか。
• 設定しているＫＰＩの項目及び数値は妥当か。
• 重点支援先のスタートアップは適切か。

③ 実施体制
• プロジェクトリーダーが事業推進に必要な資質、経験、熱意を備えているか。
• プロジェクトリーダーに所属する機関から権限やコミットを十分に与えられているか。
• 全体計画を推進するための実施・連携体制として十分なものとなっているか。代表機関が事業推進に適切な体制を構築できるか。

④ 制度・体制改革
• 全組織的かつ持続的な取組になっているか。
• 学内等制度をスタートアップのニーズに柔軟に対応できるものに変革または創設しているか。

⑤ 各年度の計画
• 各年度の予算計画（５年間）は、学内等資源や外部資金の活用を含めて妥当か。
• 申請経費は具体的かつ必要なものとなっているか。

審査は、本事業の審査委員会にて、以下の観点に基づき、各大学等の構想内容の具体性、有効性、実現可能性等
を確認した上で総合的に行う。
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本日の内容について

１．本事業の背景と主旨

２．公募内容の説明
（１）応募について
（２）応募要件
（３）申請方法
（４）スケジュール等

３．審査について

４．質疑応答
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事前質問

番号 質問 回答

1
公募要領と予算計画様式とで補助金交付額の上限の記
載が異なる。4千9百万円と4千2百万円のどちらが正しい
のか？

補助金交付額の上限は4千9百円と認識いただければと
存じます。ただし、弊省としては標準実施額を4千2百万
円と想定しており、審査の過程で調整させていただく場合
がございます。なお、予算計画様式の修正版は、後日ホー
ムぺージにて掲載予定です。

2
代表機関を大学等の設置者として申請する場合、申請
者の役職は理事以上が必須か？

本事業では、代表機関の長が、プロジェクトリーダーに適切
な権限を付与するとともに、その取組をバックアップすること
や、組織内外の連携に際しオーナーシップを発揮して組織
的な支援を行うことなどを求めています。このため、通常、
大学が申請主体となる場合には理事以上の方が適切で
あると考えられますが、これに限らず、上記実施体制・取組
について責任を負う立場にある者を申請者とすることも可
能です。
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